
大規模地震に発生した火災の６割は電気に起因する火災と

言われています。電力復旧時に発生する可能性が高い「電気火災」

を防ぐには、感震ブレーカーの設置が有効です。

＊感震ブレーカーとは、おおむね震度５強以上の大きな揺れを感知すると、自動で電気のブレーカーを

助成対象製品

分電盤タイプ（内蔵型） 分電盤タイプ（後付型）

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを
感知し、ブレーカーを落として電気を
遮断

分電盤に感震機能を外付けするタイプ。
漏電ブレーカーが設置されている場合
に設置可能

価格：約５～８万円 価格：約４～５万円

申請方法は裏面をご覧ください👉

亀戸３・５丁目 大島２・７丁目

北砂３～７丁目 東砂４・５丁目 南砂４丁目

三好２丁目
助成対象
地域

感震ブレーカー
設置費用を助成します

助成対象者
助成額

対象地域内に住宅を有し、設置を
希望する個人（賃借人は対象外）

助成対象経費の２／３
（上限５万円）

対象地域内に住宅を新築予定で、
設置を希望する個人

１万円（一律）

【注意点】
・電気工事が必要
・命に関わる医療器具利用者等は、別途補助電源が必要
・申請は１世帯につき１回。実際に居住する住宅のみが対象です。

落とす器具です。



① 対象確認
ちらし表面の助成対象地域・助成対象者であるか確認
してください。

② 見積書準備

電気工事店に、設置する感震ブレーカーの種類や費用
を相談し、見積書を準備してください。電気工事店を
お探しの場合は、江東区地区住宅電気工事センター
（TEL３６３３－５４９６）にお問い合わせください。

③ 申請書提出

防災課へ下記の書類を提出してください。
①申請書
②見積書
③住宅を所有していることを証明する書類
＊申請書は区ホームページよりダウンロードまたは
防災課窓口にあります。

④
助成金交付
決定

申請書受理後、防災課から交付決定通知が届きます。
＊審査の結果、交付できない場合があります。

⑤
設置工事
報告書提出

設置状況が確認できる写真、領収書の写し等と共に、
実績報告書を防災課へ提出してください。審査後、確
定通知書が届きます。

⑥ 請求書提出
請求書を防災課へ提出してください。請求書受理後、
概ね１か月以内に指定口座へ助成金を振り込みます。

必ず、工事前に区へ申請してください。

お問い合わせ・申し込み先

〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区役所防災課災害対策係
TEL3647-9587

申請の流れ

申請期限
令和６年２月２９(木) 
（必着）まで


